
 

 

商品内容説明書 

京銀教育ローン(京都信用保証サービス株式会社、三菱ＵＦＪニコス株式会社保証〉   （２０２５年５月１９日現在） 

ご利用いただける方 

○次の条件をすべて満たしている個人の方 

（１） お申込時の年齢が満２０歳以上で、最終ご返済時の年齢が満７１歳未満の方 

（外国人の方は「永住者」または「特別永住者」に限らせていただきます。） 

※当行に普通預金口座をお持ちでない場合、京都府・大阪府・滋賀県・兵庫県・奈良県にお住まいの方に

限らせていただきます。 

（２）安定かつ継続した収入のある方 

パート・アルバイトの方など、収入があれば、どなたでもお申込可能 

 (学生、年金収入のみの方はご利用いただけません) 

（３）京都信用保証サービス株式会社または三菱ＵＦＪニコス株式会社の保証を受けられる方 

対象となる教育機関 

○対象となる教育機関は次のいずれかとなります。 

（１） 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、短大、大学院 

（２） 修業年限が６か月以上の専修学校、専門学校 

（３） その他各種学校、および、法人格を有する予備校および塾 

ご融資資金の 

お使いみち 

（１）受験料、入学金、授業料、留学資金等で、上記教育機関へ直接納付するご資金 

 ※お子さま、ご兄弟等のための教育資金のほか、ご本人さまのための教育資金も対象となります。 

 ※ただし、自己啓発を目的とした通信教育のご資金等は対象外となります。 

（２）教科書代、下宿にかかる敷金・礼金等の初期費用、引越費用、家賃等で、修学に伴い発生する関連資金 

※上記（１）、（２）は、以下のご資金が対象となります。 

①ローン申込日の３か月前からご契約日までに自己資金等で納付済みのご資金 

②ローンのお借入日以降、１学年内かつ 1年以内に確実に発生するご資金 

※上記（１）、（２）の場合、お借入日以降にお支払予定の金額部分については、資金使途が確認できる資料に記載

されている金額の１２０％までのご融資が可能となります。すでに自己資金等で納付済みの金額部分について

は、その金額までのご融資となります。 

（３）他金融機関の教育ローンのお借り換え資金 

   ※銀行、信用金庫のほか、クレジット会社、信販会社のお借り換え資金、および奨学金のお借り換え資金も

対象となります。ただし、お申込人と異なるご名義のお借入金、奨学金は対象外となります。 

ご融資金額 ○１０万円以上１，０００万円以内（１万円単位） 

ご融資期間 

○６か月以上１５年以内（６か月単位） 

※ うち、お借入当初５年間を上限（１か月単位）として、元金部分のご返済を据置くこともできます（お利息の

みのご返済）。ただし、据置期間経過後は１年以上の元金返済期間が必要となります。 

ご融資利率 

○ 変動金利制と固定金利制のいずれかをお選びいただけます。 

※お借入期間中に変動金利制から固定金利制、固定金利制から変動金利制への変更はできません。 

＜変動金利制をご選択の場合＞ 

・ 新規ご融資利率は、お借入日現在の店頭表示金利をもとに適用いたします。 

・ 店頭表示金利は、変動金利制住宅ローン利率を基準利率とし、｢基準利率＋１．０％｣とします。 

・基準利率は年２回、４月１日および１０月１日に見直し、それぞれ６月の約定返済日の翌日（＝７月約定返済

分）、１２月の約定返済日の翌日（＝翌１月の約定返済分）より新利率を適用させていただきます。 

＜固定金利制をご選択の場合＞ 

・お借入期間を通して終始固定金利制となります。 

・新規ご融資利率は市場の金利動向を勘案し毎月下旬に翌月分のご融資利率を決定し、店頭でお知らせします。 

ただし、金融情勢などの大幅な変化があった場合には、ご融資日までに変更させていただくことがございます。 

○次の「子育て応援金利プラン」および「お借入金額の条件」に応じて、店頭表示金利から金利を差し引かせてい

ただきます。 

 ※「子育て応援金利プラン」と「お借入金額の条件」の併用は可能です。 

併用の場合、店頭表示金利から年１．９％差し引きいたします。 

 

 

次の①,②いずれかの条件を満たされる方は、店頭表示金利から年１.０％を差し引きいたします。 

①満 22歳以下のお子さまがいらっしゃる方 
※住民票や健康保険証等、満 22歳以下のお子さまがいらっしゃることが確認できる資料のご提示が必
要です。 

②「子育て支援パスポート事業」に関する各種確認資料をご提示いただいた方 

 

   

 
お借入金額が１００万円以上のお客さまは、店頭表示金利から年０．９％差し引きいたします。 

 

 

 

子育て応援金利プラン  

お借入金額の条件  



 

ご返済方法 

○元利均等毎月返済 

 ・年２回、６か月ごとの増額返済を併用できます。（お借入総額の５０％以内） 

・ ご返済日は、毎月２日、７日、１２日、１７日、２２日、２７日のいずれかをお選びいただけます。 

＜変動金利制をご選択の場合＞ 

・ ご融資利率に変動があった場合、その直後の７月もしくは翌年１月の約定返済分よりご返済額を変更いたします。

その際、ご融資利率が上昇した結果、「新ご返済額」が「旧ご返済額」より増加することがあります。 

＜固定金利制をご選択の場合＞ 

 ・お借入期間を通してご返済額の変更はありません。 

保証人・担保 

○ 京都信用保証サービス株式会社または三菱ＵＦＪニコス株式会社の保証をご利用いただきます。 
（京都信用保証サービス株式会社は株式会社京都フィナンシャルグループの保証会社です。） 
 なお、保証料・手数料を別途ご負担いただく必要はございません。 

○原則、保証人・担保は不要です。 

ご用意 

いただく書類等 

○ 運転免許証（運転免許証をお持ちでない場合は健康保険証またはマイナンバーカード） 

○ 源泉徴収票等（個人事業主の方は、直近１期分の確定申告書） 

○ 授業料の納付書など、ご資金のお使いみちが確認できる書類 

○ 外国人の方は、在留資格が記載された住民票の写し 

○ その他当行がお願いする書類 

※子育て応援金利プランをご利用の方は、住民票や健康保険証等、満２２歳以下のお子さまがいらっしゃること

が確認できる資料のご提示が必要です。 

当行が契約している 

指定紛争解決機関 

一般社団法人全国銀行協会 

 連絡先：全国銀行協会相談室 

 電話番号：０５７０－０１７１０９ または ０３－５２５２－３７７２ 

※ ローンご利用に際しては当行所定の審査がございます。審査の結果によりご希望にそえない場合がございますのでご了承ください。 

※ ご返済額の試算は当行担当者までお気軽にお申しつけください。また、利率についてもお気軽におたずねください。 

 

 


